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審 査 基 準 整 理 票 

 
 

   処分名   雄琴温泉供給に係る給泉装置の工事の承認 
 

  根拠法令名  大津市雄琴温泉供給条例 
 （昭和34条例第26号） 

 （条項）第4条 

  基準法令名 

 

 

   所管部署  
  産業観光部 観光振興課 観光施設グループ 

  標準処理期間 
14日 

  法定処理期間 
－ 日 

 【審査基準】 ・文書の名称【                           】 

        ・掲載図書等【                           】 

        ・内容    ■全部記載   □一部・項目のみ記載 

 

 大津市雄琴温泉供給条例（以下「条例」という。）第4条に規定する工事の承認基準は、次に掲げ

る全ての事項に適合することとする。 

 

 ⑴ 温泉が、条例第7条に規定する施設及び用途において使用するものであること。 

 ⑵ 申請者の利用計画が適正であるとともに、都市計画法その他の関係法令の許可等を受けて、 

  給泉の実効の確実性が確保されていること。 

 ⑶ 温泉の適正な使用及び給泉するための正常な機能維持に支障を与えることなく安定的に給泉 

  することができる装置であること。 

 ⑷ 本市が管理する配泉管、メーターその他の給泉のための設備（次号において「配泉設備」と 

  いう。）を損傷し、又は損傷するおそれがないこと。 

 ⑸ 配泉設備へ異物を混入させ、又は配線設備内の温泉に著しい汚濁を生じさせないこと。 

 ⑹ 他の温泉の使用者のその使用を著しく阻害しないこと。 

 

 

 

 

 



 

 

 【根拠法令】 

  大津市雄琴温泉供給条例 

    （工事の届出） 

   第４条 給泉装置の新設、増設、布設替及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとす 

    る者は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。 

    

 

 

 

 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 


